
 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

各総合支所の窓口業務時間の変更について 

 
 各総合支所の窓口業務延長時間内の利用者が著しく少ないこと、より遅い時

間とする日を設けることで利用者の利便性を向上できることから、各総合支所

の窓口業務時間を下記のとおり変更するものです。 

 

記 

 

１ 変更内容 

  【現 行】 月～金曜日：１８時まで 

【変更後】 月～木曜日：１７時１５分まで 

 金曜日：１９時まで 

          

※開庁時間の変更のみで業務内容に変更はありません。 

   ※本庁は従来通り（月～金曜日：１８時まで） 

  

２ 対象  

   新宮（上水道課含む）、揖保川、御津の各総合支所窓口 

  

 

３ 変更月日 

   令和２年６月１日（月） 

 

 

たつの市定例記者会見資料 

発表年月日 令和２年５月７日（木） 

担 当 課 市民生活部市民課 

電   話 0791-64-3147 


